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障がい区分 障がい内容 区分の必須条件
PR1 上肢と肩のみで漕ぐ選⼿。体幹は効かない FISAまたはJARAのPR1クラス分け認定

PR2 体幹と上肢を使って漕げる選⼿で、下肢を使うスラ
イド式シートは使えない FISAまたはJARAのPR2クラス分け認定

PR3
四肢に障がいがあるが、下肢・体幹・上肢を使いス
ライド式シートを使える選⼿、または視覚障がいの
選⼿

FISAまたはJARAのPR3クラス分け認定　また
は　⽇本国内の地⽅公共団体が発⾏する⾝体
障がい者⼿帳

PR3-ID 知的障がいのある選⼿ ⽇本国内の地⽅公共団体が発⾏する療育⼿
帳等

都道府県ボート協会からのお問合せ先：　JARAパラ事務局　para@jara.or.jp 
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